




④看護師等の確保については、「看護職員確保対策検討会」での議論をふまえ、人材確保対策、定着

促進対策、資質向上対策、助産師確保対策の４本柱で取組を進めています。特に、在宅医療等の推

進を担う看護職員の養成確保が必要です。また、助産師については、助産師出向システムの取組を

進めています。引き続き、各関係機関と連携しながら各対策を推進する必要があります。  

⑤地域医療を担う医師や看護師等をめざしている医学生、看護学生、高校生、中学生は、結婚、出産、

子育て等のライフステージへの不安を抱えていることがあるため、将来への不安を払拭し、地域医

療の魅力を発信する取組が必要です。また、勤務環境改善については、医療勤務環境改善支援セン

ターを通じて、各医療機関の取組を支援するとともに、「女性が働きやすい医療機関」認証制度の

運用により、女性の医療従事者が働きやすい環境づくりの促進を図っています。引き続き、医療機

関の勤務環境改善の取組を支援していく必要があります。 

⑥医療分野の国際連携については、ＭＯＵ（覚書）締結病院である英国のロイヤルフリーホスピタル

への看護職員等の海外派遣研修を実施しました。引き続き、看護職の魅力向上につなげるため、看

護分野における国際的な視野を持ったリーダーの育成等を図る必要があります。 

⑦休日、夜間に安心して受診できる体制を確保するため、救急医療情報システムの運営を行うととも

に、かかりつけ医の必要性や適切な受診行動の普及啓発を行っています。救急医療に対する県民の

理解を深め、一人ひとりの受診行動等を変えるための継続した啓発活動を行う必要があります。 

⑧重症患者の救急医療体制を確保するため、救命救急センターの運営、ドクターヘリの運航等を支援

しています。救急医療の効率化や大規模災害発生時の対応のため、紀伊半島三県による相互応援協

定の締結に合意しましたが、今後もより効果的なドクターヘリの運航体制について検討していく必

要があります。 

⑨安心して産み育てる環境づくりのため、周産期母子医療センターや小児救急医療機関の運営に対す

る支援を行うとともに、新生児ドクターカー（すくすく号）の運用、「みえ子ども医療ダイヤル（＃

8000）」による電話相談を実施しています。平成29年の周産期死亡率は、全国平均と同率となるま

でに回復しましたが、引き続き、周産期死亡率の改善に向けた取組を実施していく必要があります。

小児在宅医療については、多職種による連携体制やレスパイト体制の構築を県内全域で進めており、

今後も多職種が連携した取組を進めていく必要があります。 

⑩消防職員 26 名の救急救命士養成機関への入校を支援し、救急救命士の養成に取り組むとともに、認

定救命士が行える処置の拡大に伴う研修を実施するなど救急救命士の資質向上に取り組んでいます。

引き続き、三重県救急搬送・医療連携協議会によるメディカルコントロール体制のもと、救急救命

士の養成や資質向上に取り組む必要があります。 

 ⑪三重県医療安全支援センターの相談窓口において医療に関する相談や苦情に対応するほか、院内感

染対策等に対応するため、県内の支援体制の整備を進めました。引き続き相談対応を通じ、患者・

家族等と医療機関との信頼関係の構築を支援していくとともに、県内医療機関における医療安全体

制の強化を図っていく必要があります。 

⑫県立こころの医療センターについては、精神科救急・急性期医療等の政策的医療や、認知症治療、

アルコール依存症治療等の専門的医療を提供するとともに、訪問看護やデイケア等の地域生活支援

の充実に取り組み、入院から退院、在宅まで切れ目のない治療を提供しています。引き続き、多様

な医療ニーズに応じたサービスの提供に努めていく必要があります。 

 ⑬県立一志病院については、総合診療医を中心とした地域医療の実践やプライマリ・ケア人材の育成

に取り組むとともに、診療圏の地域包括ケアシステムの構築に寄与するため、医療・介護・予防等

の多職種連携の推進に取り組んでいます。引き続き、プライマリ・ケアの実践に取り組んでいく必

要があります。 





⑥医療分野の国際連携に向けて、県内の関係大学の連携による国際医療技術連携体制（Ｍ－ＭＵＳＣ

ＬＥ）協議会での議論をふまえ、各大学間の連携を図りながら、海外大学等への短期研修による人

材育成等の取組を進めます。 

⑦三重県医師会等の関係機関と連携し、新規開業医を中心に救急医療情報システムへの参加を働きか

け、より充実した初期救急医療体制の構築に努めます。また、かかりつけ医の必要性や適切な受診

行動の普及啓発を行います。 

⑧重症患者の救急医療体制を確保するため、引き続き、救命救急センターの運営、ドクターヘリの運

航等に対し支援します。また、ドクターヘリの運航について、災害時における運用も含め、より広

域による効果的な運航体制について検討を行います。 

⑨安心して産み育てる環境づくりのため、引き続き、周産期母子医療センターや小児救急医療機関の

運営に対する支援を行うとともに、新生児ドクターカー（すくすく号）の運用、「みえ子ども医療

ダイヤル（＃8000）」による電話相談を実施します。また、周産期死亡率のさらなる改善に向け、

周産期医療に係る機能分担と周産期医療関係者の連携強化を図ります。小児在宅医療については、

多職種連携によるネットワーク間の連携強化を支援します。 

⑩医療に関する患者・家族等からの相談や苦情に引き続き対応していくとともに、医療安全推進協議

会や院内感染対策を支援する三重県感染対策支援ネットワーク運営会議等において取組の検討を

進めながら、県内医療機関における医療安全体制の推進に向けて必要な支援を行います。 

 ⑪国民健康保険の財政運営の責任主体として市町や関係団体と連携し、安定的な財政運営や効率的な

事業の実施に努めます。また、国保制度をさらに持続可能なものとするために三重県国民健康保険

運営方針等に沿って、市町の国保事業の安定的な運営を支援しながら、保険者努力支援制度等を最

大限活用し、特定健診受診率の向上、後発医薬品の使用促進などの医療費適正化や収納率の向上等

に資する市町の取組を促進します。 

⑫引き続き、市町が実施する子ども・一人親家庭等・障がい者医療費助成事業を支援します。なお、

家庭の経済状況に関わらず、全ての子どもが安心して医療を受けることができるよう、セーフティ

ネットの拡充を目的として、子どもの医療費の窓口無料（現物給付）化を推進します。 

 

 

⑬救命率の向上を図るため、引き続き、消防職員の救急救命士養成機関への入校を支援し、救急救命

士の養成に取り組むとともに、指導救命士の養成講習や救急救命士が行う特定行為を円滑に行うた

めの講習等を実施するなど救急救命士の資質向上に取り組みます。 

 

 

⑭県立こころの医療センターについては、政策的医療や専門的医療に取り組むとともに、訪問看護や

デイケア等の地域生活支援の充実を図り、多様な医療ニーズに応じたサービスを提供していきます。 

⑮県立一志病院については、幅広い臨床能力を有する総合診療医を中心とした医療サービスの提供を

含めたプライマリ・ケアの実践や、多職種連携の要となるプライマリ・ケア人材の育成に取り組ん

でいきます。 

⑯県立志摩病院については、引き続き、志摩地域の中核病院としての役割を果たせるよう、指定管理

者と密接に連携し、地域の医療ニーズをふまえながら、診療機能の回復・充実に取り組んでいきま

す。 

 

 

病院事業庁 

防災対策部 





⑦（一部新）看護職員確保対策事業【基本事業名：12102 医療分野の人材確保】 

 予算額：(30) １７６，３７８千円 → (31) １９４，３６８千円 

事業概要：病院内保育所に対する運営支援を行うとともに、医療勤務環境改善支援センターにお

ける医療機関のニーズに応じた相談、専門家派遣等の取組を通じて、医療従事者の離

職防止、復職支援を図ります。また、看護教育の充実を図るため、看護教員に関する

講習会を開催します。さらに、助産師の地域偏在の解消や助産実践能力の向上を図る

ため、引き続き助産師出向システムの取組を進めます。 

 

⑧救急医療体制推進・医療情報提供充実事業【基本事業名：12103 救急医療等の確保】 

 予算額：(30) １６２，４７３千円 → (31) １６１，３７６千円 

事業概要：三重県救急医療情報システムを活用し、引き続き、適切な救急医療情報の提供に努め

るとともに、かかりつけ医の必要性や適切な受診行動の普及啓発を行います。 

 

⑨三次救急医療体制強化推進事業【基本事業名：12103 救急医療等の確保】 

予算額：(30) ４５０，７９６千円 → (31) ４５６，２３０千円 

事業概要：重症患者の救急医療体制を確保するため、救命救急センターの運営、ドクターヘリの

運航に必要な経費を支援します。 

 

⑩（一部新）小児・周産期医療体制強化推進事業【基本事業名：12103 救急医療等の確保】 

予算額：(30) １９８，８３９千円 → (31) ２４８，６２０千円 

事業概要：周産期母子医療センターや小児医療機関の運営及び設備整備を支援するとともに、周

産期死亡率のさらなる改善に向け、周産期医療に係るネットワーク体制の構築や多職

種連携のための研修会等を開催し、安心して産み育てることができる環境づくりを推

進します。 

 

⑪医療安全支援事業【基本事業名：12104 医療安全体制の確保】 

予算額：(30) １５，７２９千円 → (31)  ８，０１０千円 

事業概要：医療安全支援センターにおいて医療に関する相談窓口事業を実施するほか、院内感染

対策にかかる県内関連施設のネットワーク化を推進するなど、県内医療機関における

医療安全体制の推進のために必要な支援を行います。 

 

⑫国民健康保険事業特別会計繰出金【基本事業名：12106 適正な医療保険制度の確保】 

予算額：(30) １０，３１８，１２６千円 → (31) １０，１１３，６５１千円 

事業概要：国民健康保険財政の安定化を図るため、国民健康保険運営事業に必要な経費について、

国民健康保険法等で定められた額を県国民健康保険事業特別会計に繰り入れたうえで

市町等へ交付します。 

 

⑬子ども医療費補助金【基本事業名：12106 適正な医療保険制度の確保】 

予算額：(30) ２，２３１，３４４千円 → (31) ２，２４７，０９４千円 

事業概要：子どもが必要な医療を安心して受けることができるよう、市町が実施する医療費助成

事業に要する経費について補助を行います。なお、家庭の経済状況に関わらず子ども

が安心して医療を受けることができるよう、引き続き、窓口無料（現物給付）化を支

援します。 



 

⑭一人親家庭等医療費補助金【基本事業名：12106 適正な医療保険制度の確保】 

予算額：(30) ４５３，９５１千円 → (31) ４４９，８９９千円 

事業概要：一人親家庭等が必要な医療を安心して受けることができるよう、市町が実施する医療

費助成事業に要する経費について補助を行います。なお、家庭の経済状況に関わらず

子どもが安心して医療を受けることができるよう、引き続き、窓口無料（現物給付）

化を支援します。 

 

⑮障がい者医療費補助金【基本事業名：12106 適正な医療保険制度の確保】 

予算額：(30) ２，１６７，４０８千円 → (31) ２，１７２，２０２千円 

事業概要：障がい者が必要な医療を安心して受けることができるよう、市町が実施する医療費助

成事業に要する経費について補助を行います。なお、家庭の経済状況に関わらず子ど

もが安心して医療を受けることができるよう、引き続き、窓口無料（現物給付）化を

支援します。 

 

 

⑯救急救命活動向上事業【基本事業名：12103 救急医療等の確保】 

予算額：(30) ３，８５０千円 → (31) ３，４９７千円 

事業概要：救命率の向上に向け、メディカルコントロール体制のもとで指導救命士の養成講習や、

救急救命士が行う特定行為を円滑に行うための講習等を実施します。 

 

 

⑰志摩病院管理運営事業 

【基本事業名：12105 県立病院による良質で満足度の高い医療サービスの提供】 

予算額：(30) １，１３４，０５９千円 → (31) １，１４９，９３２千円 

事業概要：県立志摩病院の指定管理者に対して、政策的医療を実施するために必要な経費等を交

付するとともに、安定的、継続的な病院運営を実施していくための資金の貸付を行い

ます。 

防災対策部 

病院事業庁 


